
議案第３４号 

 

財産の取得について 

 

（仮称）泉こども園・北部公民館整備事業に伴い、事業用地を取得したいので、地方自治

法(昭和２２年法律第６７号)第９６条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例（昭和４２年加西市条例第６３号）第３条の規定により、議会

の議決を求める。 

 

  平成３０年２月２８日提出 

 

                        加西市長  西 村 和 平     

 

記 

 

１ 所 在 地    別紙のとおり  

 

２ 面   積    １７，９０３.３５㎡ 

 

３ 地   目    田、公衆用道路、用悪水路、ため池 

 

４ 取得予定額    ４６，８９７，８５７円 

 

５ 契約の相手    別紙のとおり 





（審議資料）  
（仮称）泉こども園・北部公民館整備事業用地の取得について、地方自治法第９

６条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例第３条の規定により、議会の議決を求めるもの。        （後掲参照）  



 



 


